
内
閣
衆
質
一
五
九
第
一
二
一
号

平
成
十
六
年
六
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
ペ
ー
パ
ー
車
検
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
四
日
受
領

答
弁
第
一
二
一
号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
ペ
ー
パ
ー
車
検
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
が
自
動
車
に
つ
い
て
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
九
十
四
条

の
五
第
一
項
前
段
の
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
ず
、
か
つ
、
自
動
車
検
査
員
が
同
条
第
二
項
の
検
査
を
行
わ
ず
に
当
該
自
動
車

の
保
安
基
準
へ
の
適
合
性
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
が
依
頼
者
に
保
安
基
準
適
合
証
及
び

保
安
基
準
適
合
標
章
を
交
付
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
悪
質
な
法
令
違
反
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
事
案
で
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
十
六
年
五
月
ま
で
の
間
に
国
土
交
通
省
が
道
路
運

送
車
両
法
に
基
づ
く
行
政
処
分
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
各
事
案
が
発
生
し
た
事
業
場
名
及
び
年
月
日
、
実
行
者
、
対
象

台
数
並
び
に
国
土
交
通
省
が
当
該
事
案
を
知
っ
た
時
期
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
平
成
十
年
度
以
前
の
事
案
に
つ
い
て

は
、
同
年
度
以
前
に
行
政
処
分
を
行
っ
た
事
案
に
関
す
る
文
書
が
、
地
方
運
輸
局
等
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交

通
省
訓
令
第
八
十
二
号
）
別
表
の
「
第
三
類
文
書
（
五
年
）
」
及
び
内
閣
府
本
府
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
訓

令
第
二
十
二
号
）
別
表
第
十
八
の
「
第
三

最
低
五
年
保
存
文
書
」
に
該
当
し
、
既
に
そ
の
保
存
期
間
が
経
過
し
て
い
る
こ

一



と
か
ら
、
現
在
は
保
存
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
各
事
案
に
つ
い
て
、
実
行
を
命
じ
た

者
、
実
行
者
及
び
実
行
を
命
じ
た
者
の
動
機
、
顧
客
か
ら
受
け
取
っ
た
車
検
代
金
並
び
に
当
該
事
案
が
事
故
に
結
び
付
い
た

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
各
事
案
の
実
行
者
に
課
さ
れ
た
刑
事
罰
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
又
は
事
業
者
の
正
当
な
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
が
、
各
事
案
に
対
し
て
行
わ
れ
た

行
政
処
分
に
つ
い
て
は
、
同
表
に
記
載
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
の
事
業
場
に
立
ち
入
っ
て
行
う
監
査
等
の
強
化
を
図

る
と
と
も
に
、一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
事
案
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
等
に
対
し
、

道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
き
厳
正
な
行
政
処
分
等
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

二



三



四



五


